
新処理施設整備基本計画の

策定に関する説明会
～新処理施設整備基本計画（案）について～

令和８年１月２５日

茨城県央環境衛生組合



本日説明する内容

１ はじめに

２ 施設整備における基本方針

３ 計画施設の概要

４ 事業方式と概算事業費

５ 今後の事業スケジュール

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　改めまして、小林と申します。
　本日はどうぞ、よろしくお願いいたします。
　
　本日の説明資料につきまして、皆様にお配りしているものと同じ内容のものを、前方のスクリーンにも映しておりますので、見やすい方をご覧ください。
　
　早速ですが、表紙から１枚おめくりいただき、本日説明する内容と記載されたページをご覧ください。
　本日の説明内容としましては、「１はじめに」から「５今後のスケジュール」までの、５項目構成となっております。
　
　次のページをお開きください。



１ はじめに（これまでの経過説明）

～R5.3

• 既存施設の老朽化により、３市１町（茨城町、水戸市、笠間市、小美玉市）
において、新たな施設整備に関する協議

R５.４
• 「笠間市・茨城町広域し尿処理施設整備促進協議会」設立

R６.4
• 「茨城県央環境衛生組合」設立

R７.２
• 「新処理施設整備基本構想」策定

～R8.3
• 「新処理施設整備基本計画」策定（予定）

１

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　こちらのページから右下にページ番号を記載しております。

　「１はじめに」としまして、これまでの経過についてご説明いたします。
　
　現在の施設は、茨城地方広域環境事務組合が運営しており、昭和56年に施設の増設をして以降40年以上が経過していることから、経年的な老朽化がみられています。
　このことから、現在の構成市町である茨城町、水戸市、笠間市、小美玉市の４市町で協議をした結果、茨城町及び笠間市の２市町で新たな施設を整備することとなりました。
　従いまして、資料なかほどにございますが、昨年度、令和６年４月に茨城県央環境衛生組合を設立し、これまで施設整備に関する事務を進めてまいりました。
　今年度につきましては、令和12年度中の新施設稼働開始に向け、本日のご説明事項でございます、施設整備や施設の運営管理に関する基本的な諸条件を定めた「基本計画」の策定にあたっているところでございます。
　
　次の２ページをお開きください。



開催時期 開催内容 主な協議事項

令和７年５月 第１回検討委員会 ・基本計画（骨子）の検討

７月 第２回検討委員会 ・現況把握と課題の整理
・基本方針の設定

９月 第３回検討委員会 ・施設整備に係る基本的事項の設定
・施設整備内容の検討（水処理方式、資源化方式等）

令和８年１月

第４回検討委員会 ・基本計画（案）の作成

パブリックコメント ・市町を対象に基本計画（案）に対するご意見を募集

本説明会 ・馬渡地区を対象に基本計画（案）の説明

２月 第５回検討委員会 ・パブコメ結果の報告

基本計画は、有識者、地元住民、構成市町の担当部局及び組合議員で組
織された検討委員会にて案を作成し、住民の方々のご意見を反映し策定
します。

１ はじめに（施設整備基本計画策定に当たって）

答申
２

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　基本計画の策定にあたりましては、有識者、構成市町の担当部局、組合議員、そして地元馬渡区の代表として中村区長と雨谷副区長（地元協議会会長・副会長）の２名に委員を担っていただき、計９名で構成された検討委員会において、（案）を作成し、本日の地元説明会や現在、別途実施しております、茨城町と笠間市の住民等を対象としたパブリックコメントにおいて、広く意見を募集し、いただいたご意見を反映したうえで、基本計画を策定いたします。

　次の３ページをお開きください。


　※地元協議会：施設整備・運営にあたり円滑な事業の推進ができるよう、地元と組合が相互理解を図り、協議できる場を設けたもので、協議会には施設整備に対する意見や要望の集約をしていただいていたところです。



構成市町の上位計画及びし尿処理施設に求められる事項に基づき、施設整備における
基本方針を以下のとおり設定します。

災害に対して強靭性を有する施設
「災害に強いハード面の強さ」と「被災した際の影響が最小限で、対応・復旧が速やかに行え

るしなやかさ」を有した施設
２

循環型社会を形成し脱炭素化を促進する施設

➀圏域から発生するし尿等を処理・資源化し、循環型社会形成に寄与する施設

➁省エネルギー・省薬品化等を図り、脱炭素化を促進する施設

１

周辺環境に配慮した施設
➀放流水、臭気、騒音及び振動等に対する規制基準やその他の関係法令等を遵守することで

環境負荷を極力低減し、自然環境と共存する施設
➁汚物処理施設というイメージを与えない建物とし、周辺環境との調和を図り、住民に親し

まれやすい施設

３

経済面・運営管理面に配慮した施設

経済面や運営管理面での合理性と効率性を重視した施設
４

労働安全性を考慮した施設
➀快適な作業環境を確保できるよう十分な安全対策を講じた施設

➁能率的な日常作業や維持管理等に十分配慮し、自動化・集中管理を基本とした施設
５

２ 施設整備における基本方針

３

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　項目の２つ目、施設整備における基本方針についてご説明いたします。
　
　基本方針の設定に当たりましては、構成市町の「環境基本計画」や「一般廃棄物処理基本計画」等を踏まえ、５つの基本方針を設定しております。
　１つ目としまして、循環型社会を形成し脱炭素化を促進する施設とするため、搬入されるし尿等の資源化、また、施設の省エネルギー化等を図ります。
　２つ目としまして、災害に対して強靭性を有する施設とするため、万一の災害発生時においても速やかに対応、復旧が行えるよう強くてしなやかな施設といたします。
　３つ目としまして、周辺環境に配慮した施設とするため、放流水質や騒音、振動、悪臭などに係る法令等を遵守することはもとより、汚物処理施設というイメージを与えないよう周辺環境との調和を図ります。
　４つ目としまして、経済面・運営管理面に配慮した施設とするため、施設の建設費のみではなく、運営や維持管理、大規模修繕等に係る費用も含めた長期的な視点に立ち、ライフサイクルコストの縮減を図ります。
　５つ目としまして、労働安全性を考慮した施設とするため、十分な安全対策を講じたうえで快適な作業環境を作り、また、日常作業の自動化等により業務の効率化を図ります。以上の５つを施設整備における基本方針といたします。
　次の４ページをお開きください。



建設予定地

（運動広場）

既存施設

敷地面積：約6,200㎡

水戸市

美野里地区

城里町

桜川市

石岡市

小美玉市

内原地区

岩間地区

友部地区

笠間市

茨城町

３ 計画施設の概要（建設予定地）

４

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　項目の３つ目、計画施設の概要についてご説明いたします。

　はじめに建設予定地でございますが、現在の施設に隣接する運動広場を予定しております。

　次の５ページをお開きください。



３ 計画施設の概要（施設の種類・処理方式等）

計画施設の概要

項　目 内　　容 備　　考

施設の種類 汚泥再生処理センター
衛生処理に加えて、資源回収を行う施設

既存施設は衛生処理に特化した施設

計画処理量 95kL/日 既存施設は152kL/日

水処理方式
生物学的脱窒素処理方式

（標準脱窒素処理方式を除く。）

既存施設の標準脱窒素処理方式と比べ、

放流水量が大幅に削減

資源化方式 助燃剤化又はリン回収

既存施設に資源化設備なし

助燃剤化は、ごみ焼却施設へ搬出

リン回収は、緑農地還元

詳細は次ページ以降で説明します。

５

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　施設の種類や処理方式等でございますが、計画施設は、汚泥再生処理センターという、し尿等の処理だけでなく、資源回収をする設備を備えた施設としております。
　計画処理量につきましては、過去３年間の実績を基に１日あたり９５ｋｌと設定しております。
　水処理方式でございますが、水処理方式とは、搬入されたし尿等に含まれる汚濁物質をきれいに処理する方法のことを言いますが、計画施設におきましては、微生物の働きにより処理する生物学的脱窒素処理方式を採用します。　
　最後の資源化方式につきましては、次のページで詳細についてご説明いたしますので、次の６ページをお開きください。



３ 計画施設の概要（資源化方式の比較）

リンは、肥料の三大元素の一つで生物に欠かせない元素であり、近年資源枯渇
が懸念されています。

助燃剤は、ごみ焼却処理施設で一般ごみと混合焼却処理すると新たに燃料を
必要とせずに焼却ができ、総合的にみて燃料の節減に寄与します。

項目 技術の概要 主な利活用先
導入に当たっての

制限要件
資源化物のイメージ

助燃剤化

施設から発生する汚泥について、高

効率脱水機により含水率70％以下

に脱水し助燃剤として回収する技
術

ごみ焼却施設で助燃

剤として利活用

ごみ焼却施設との連携

が必須

リン回収
し尿等に含まれるリンを結晶化し肥

料として回収する技術
肥料会社等 利用先の確保が必須

６

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　計画施設における資源化方式につきましては、助燃剤化もしくはリン回収を候補としております。

　まずはじめに、助燃剤化についてでございますが、施設から発生する汚泥を脱水し、ごみ焼却施設で一般ごみと一緒に焼却処理いたします。見た目のイメージとしましては、写真のとおりパサパサとしたものとなっております。助燃剤は一般ごみと一緒に焼却処理することで、新たな燃料を必要としないことから、総合的に燃料の節減に寄与することが可能となります。助燃剤化の採用に当たってはごみ焼却施設との連携が制限要件となっております。
　次にリン回収ですが、し尿等に含まれるリンを結晶化し回収いたします。回収したリンは肥料として活用することができ、世界的にも枯渇している貴重な資源ではありますが、採用にあたっては利用先の確保が制限要件となっております。

　計画施設において採用する資源化方式は、制限要件等を整理したうえで決定いたします。


　次の７ページをお開きください。



３ 計画施設の概要（施設性能＿放流水質）

計画施設の放流水質は各種法律等に基づいた規制基準値を施設性能としました。
最新技術により放流水量の大幅な削減が可能となり、河川（涸沼前川）への汚濁
負荷量が既存施設よりも低減されます。
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河川への排出負荷は低減
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色度

大腸菌数

既存施設

5㎎/Ｌ以下

10㎎/Ｌ以下

1㎎/Ｌ以下

30度以下

800CFU/ｍL以下

30度以下

20㎎/Ｌ以下

20㎎/Ｌ以下

1㎎/Ｌ以下

800CFU/ｍL以下

5.8～8.6 5.8～8.6

10㎎/Ｌ以下

20㎎/Ｌ以下20㎎/Ｌ以下

10㎎/Ｌ以下

※１：既存施設の放流水量1,140m3/日（建設工事請負契約図書より）

※２：計画施設の放流水量285m3/日（95kL/日×３倍）以下とする

７

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　７ページから10ページにつきましては、周辺環境へ配慮するため、公害関連法令等に基づいた施設性能を設定いたしましたので、その内容についてご説明いたします。
　まずはじめに、施設から放流する水質についてでございます。
　放流水質の基準値としまして、水質汚濁法や汚泥再生処理センター性能指針に基づく規制基準値を採用しております。
　放流先は現在の施設と同様に涸沼前川を予定しておりますが、資料右下の棒グラフのとおり、既存施設は青、計画施設はオレンジで示しておりますが、最新技術により、放流水量の大幅な削減が可能となり、涸沼前川へ与える汚濁負荷は現在よりも低減されたものとなっております。


　次の８ページをお開きください。



３ 計画施設の概要（施設性能＿騒音）

計画施設の騒音・振動性能は、各種法律に基づいた規制基準値を施設性能とし
ます。

騒音性能（敷地境界）

時間帯 既存施設 計画施設 

朝夕（６～８時、18～21時） 計画されていない 60 dB以下 

昼間（８～18時） 計画されていない 65 dB以下 

夜間（21～翌日の６時） 計画されていない 50 dB以下 

 

規制基準なし

規制基準なし

規制基準なし

８

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　施設の騒音性能につきましては、騒音規制法に基づき茨城町が定める規制基準値を採用しております。
　こちらの規制基準値は施設の敷地境界における値となっており、各数値のイメージを参考として資料の下段に図を掲載しております。

　次の９ページをお開きください。



３ 計画施設の概要（施設性能＿振動）

振動性能（敷地境界）

時間帯 既存施設 計画施設 

昼間（６～21時） 計画されていない 70 dB以下 

夜間（21～翌日の６時） 計画されていない 60 dB以下 

 

規制基準なし

規制基準なし

９

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　施設の振動性能につきましては、振動規制法に基づき茨城町が定める規制基準値を採用しております。
　こちらも施設の敷地境界での値となっており、数値のイメージを下段に掲載しております。

　次の10ページをお開きください。



３ 計画施設の概要（施設性能＿悪臭）

建設予定地は、悪臭に係る規制対象外ですが、悪臭防止法における規制基準の
中で最も厳しい規制基準値を施設性能とします。

アンモニア 1 ppm 1 ppm

メチルメルカプタン 0.002 ppm 0.002 ppm

硫化水素 0.02 ppm 0.02 ppm

硫化メチル 0.01 ppm 0.01 ppm

二硫化メチル － ppm 0.009 ppm

トリメチルアミン 0.005 ppm 0.005 ppm

アセトアルデヒド － ppm 0.05 ppm

プロピオンアルデヒド － ppm 0.05 ppm

ノルマルブチルアルデヒド － ppm 0.009 ppm

イソブチルアルデヒド － ppm 0.02 ppm

ノルマルバレルアルデヒド － ppm 0.009 ppm

イソバレルアルデヒド － ppm 0.003 ppm

イソブタノール － ppm 0.9 ppm

酢酸エチル － ppm 3 ppm

メチルイソブチルケトン － ppm 1 ppm

トルエン － ppm 10 ppm

スチレン － ppm 0.4 ppm

キシレン － ppm 1 ppm

プロピオン酸 － ppm 0.03 ppm

ノルマル酪酸 － ppm 0.001 ppm

ノルマル吉草酸 － ppm 0.0009 ppm

イソ吉草酸 － ppm 0.001 ppm

臭気指数 － 10

臭気強度 2.5 －

臭気濃度 10 －

計画施設既存施設項目

－

－

脱臭装置排出口

排出水

敷地境界線の地表における臭
気濃度を用いて、悪臭防止法
施行規則第３条に定める方法
により算出して得た流量

敷地境界線の地表における臭
気濃度を用いて、悪臭防止法
施行規則第４条に定める方法
により算出して得た濃度を許
容限度とする。

敷地境界線
の地表

※「－」については
規制基準なし 10

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　悪臭に関する規制としまして、現在の施設と計画施設は、悪臭防止法に係る条例等の規制対象外となっておりますが、周辺環境へ配慮するため、既存施設では一定の規制基準を設定しており、計画施設においては悪臭防止法における規制基準の中で最も厳しい規制基準値を採用しております。
　
　次の11ページをお開きください。



３ 計画施設の概要（放流配管の変更と搬入ルートの分散化）

放流口下流

町道109号線

搬入ルート

放流口上流

搬入ルート 建設予定地町道110号線

既存施設と同様に、町道110号線及び
町道109号線のどちらか１路線に集中
することなく分散化した搬入ルートと
します。

既設の放流配管については、大部分が布設後40年以上が経過している状況
であります。
今後、計画施設は長期継続的に稼働することから、計画施設の放流配管につ
いては変更する予定とします。

11

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　続きまして、計画施設における放流配管と、施設への搬入ルートについてご説明いたします。
　現在の施設で使用している放流配管につきましては、大部分が布設後40年以上経過しており、計画施設も長期継続的な稼働をすること踏まえまして既存の放流配管から変更し運用する予定としております。
　また、搬入ルートにつきましては、町道110号線及び109号線のどちらか１路線に集中することが無いよう、分散化を図ります。

　次の12ページをお開きください。



３ 計画施設の概要（配置計画（イメージ図））

駐車場

計画施設

：搬入車両動線

：一般車両動線

施設の日陰による作物の成長に支障をきたさぬような施設配置とします。

敷地面積 ： 約6,200m2

建築面積 ： 約1,300m2

延べ床面積 ： 約3,800m2

※具体的な配置は、プラントメーカの提案によるものとなります。

12

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　続きまして、施設配置についてでございますが、周辺の田畑に対し、施設の日陰が影響しないよう配慮した配置を検討しております。
　掲載しております配置図はあくまでイメージでございまして、実際の配置につきましては、建設工事等の入札時にプラントメーカからの提案により決定いたします。

　次の13ページをお開きください。



計画施設の事業方式は、公設民営方式（DBO方式）とします。

DBO方式とは、
民間事業者に、施設設計(Design)・建設（Build）・運営（Operate）を一括で発注します。
公共は、資金調達した上で、設計・建設の監理を行い、施設を所有し、運営状況の監視（モニタリ
ング）を行います。
近年、廃棄物処理事業において、増加傾向にある事業方式です。

４ 事業方式と概算事業費

DBO方式における建設・運営

設計・建設 施設の運営（し尿処理） 組合の運営

民間事業者の設計・建設を監理
民間事業者の運営を監視
引き続き組合職員を配置し、

 民間事業者とともに施設運営
の事務を行う

民間事業者に一括で発注

同じ民間事業者が担うことで、より効率的な施設
運転・維持管理が可能

13

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　項目の４つ目、事業方式と概算事業費についてご説明いたします。
　施設の整備及び運営にあたりましては、施設の設計・建設・運営を一括で発注するDBO方式といたします。
　運営も含めた一括発注となるため、施設の運転等は民間事業者が行うこととなりますが、これまでどおり組合職員も施設に常駐いたしますので、引き続き組合の運営に関する事務は組合職員が行います。

　概算事業費につきましては、次の14ページをお開きください。



単位：億円（税込）

交付金 地方債 一般財源

設計・建設費 65.03 15.08 41.37 8.58

運営管理費 43.49 43.49

事業総額 108.52 15.08 41.37 52.07

　

事業費 合計
財源内訳

４ 事業方式と概算事業費

単位：億円（税込）

交付金 地方債 一般財源

設計・建設費 67.72 15.57 43.17 8.98

運営管理費 48.62 48.62

事業総額 116.34 15.57 43.17 57.60

　

事業費 合計
財源内訳

助燃剤化の場合：事業総額で約１０９億円

リン回収の場合：事業総額で約１１６億円

事業期間 設計・建設期間 ：３６か月
   運営期間  ：15年間

14

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　先ほど、資源化方式について、助燃剤化とリン回収を候補としている旨ご説明をいたしましたが、採用する方式によって費用が異なっております。
　事業期間としましては、どちらの方式も同じ内容となっており、施設の設計・建設に３年を要し、運営期間は施設稼働後15年間として費用の試算をしております。
　助燃剤化は事業総額として約１０９億円となっておりますが、リン回収については専用設備の設置や、運営管理業務の増加により約１１６億円と助燃剤化と比較しが高い試算となっております。

　次の15ページをお開きください。
　　



項目／年度 R7 R8 R9 R10 R11 R12

測量・地質調査

施設整備基本計画

PFI等導入可能性調査

生活環境影響調査

整備運営事業者選定

設計・工事

　 実施設計

建設工事

　 試運転・性能試験

運営（15年間）

令和12年度中の竣工を目指し、来年度は整備運営事業者の選定を行います。
また、施設の詳細が決まりましたら、工事概要等についての説明会を実施します。

５ 今後の事業スケジュール

15

プレゼンターのノート
プレゼンテーションのノート
　最後となりますが、項目の５つ目、今後の事業スケジュールについてご説明いたします。

　今年度につきましては、基本計画の策定業務のほか、各種調査業務を実施しております。
　来年度、令和８年度から９年度にかけまして、表の上から５つ目になりますが、先ほどご説明した、施設の設計・建設・運営にあたる事業者の選定を行います。
　その下段に記載の設計・工事につきましては、事業者の選定後、令和９年度の下半期から施設の実施設計を行い、令和10年度から約２年半の期間で建設工事をし、令和12年度中の稼働開始を目標としております。
　実施設計により施設整備に関する詳細が決定いたしましたら、工事を開始する前に、改めて説明会を実施いたしますので、よろしくお願いいたします。

　以上で、基本計画（案）に関する説明を終了いたします。
　ありがとうございました。
　



以上で説明を終わります。

今後ともご理解とご協力のほどよろしくお願いします。


	新処理施設整備基本計画の策定に関する説明会�～新処理施設整備基本計画（案）について～
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7
	スライド番号 8
	スライド番号 9
	スライド番号 10
	スライド番号 11
	スライド番号 12
	スライド番号 13
	スライド番号 14
	スライド番号 15
	スライド番号 16
	スライド番号 17
	スライド番号 18

